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メ
ガ
ネ
チ
ェ
ー
ン
、
ネ
ッ
ク
レ
ス

と
し
て
も
使
え
ま
す
。

○
日
時
　
９
月
30
日
㈬

 

（
受
付
　
午
前
９
時
45
分
～
）

　
講
座
　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

○
場
所
　

　
中
央
公
民
館
２
階
　
Ａ
研
修
室

○
用
意
す
る
も
の

　
ハ
ン
カ
チ
、
ハ
サ
ミ

○
材
料
費

　
１
個
に
つ
き
１
，
５
０
０
円

○
対
象
　
町
内
在
住
者

○
定
員
　
先
着
15
名

○
受
付
期
間

　
９
月
８
日
㈫
～
15
日
㈫

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

○
受
付
方
法

　
公
民
館
に
来
館
ま
た
は
電
話
に
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
、
マ
ス
ク
着
用
。
発
熱
や

体
調
不
良
の
場
合
は
、
参
加
を
控

え
て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

状
況
に
よ
り
、
募
集
後
、
延
期
や

中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会
　
生
涯
学
習
Ｇ

　
☎

（84）
１
４
６
０
（
直
通
）

※
注
意
事
項

　
相
手
方
と
の
取
り
決
め
や
示
談
を

す
る
前
に
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
内
容
に
よ
り
、
第
三
者
の
行
為
に

よ
る
治
療
費
で
あ
っ
て
も
、
被
保

険
者
ご
自
身
で
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
町
で
は
、
障
害
者（
児
）や
そ
の
ご

家
族
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
そ

の
方
に
合
わ
せ
た
情
報
の
提
供
・
助

言
を
行
っ
て
い
る
窓
口
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
窓
口
に
は
専
門
の
相
談
員
が

配
置
さ
れ
、
身
体
的
・
知
的
・
精
神

的
な
ど
の
障
害
に
つ
い
て
、
障
害
者

（
児
）が
か
か
え
る
様
々
な
悩
み
・
問

題
な
ど
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
事
前
に
電
話
等
で
予
約
い
た
だ
け

れ
ば
、
自
宅
訪
問
も
可
能
で
す
。

○
日
時
　
９
月
８
日
㈫

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所
　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
第

三
者(

自
分
以
外)
の
行
為
に
よ
っ
て

負
傷
し
た
り
、
病
気
に
な
っ
た
り
し

た
場
合
で
も
保
険
証
を
使
っ
て
医
療

機
関
で
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
本
来
、
そ
の
場
合
の
治
療
費
は
、
加

害
者
が
負
担
す
る
べ
き
も
の
で
す
の

で
、
町
が
治
療
費
を
立
て
替
え
、
加
害

者
に
そ
の
治
療
費
を
請
求
し
ま
す
。

　
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
負
傷

し
、
保
険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け

る
場
合
は
、
速
や
か
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

○
第
三
者
行
為
と
は

・
交
通
事
故(

自
動
車
・
自
転
車
な

ど)

・
自
損
事
故

・
け
ん
か

・
他
人
の
犬
に
噛
ま
れ
た
　
な
ど

○
仕
事
中
の
け
が
や
病
気
の
場
合

　
仕
事
中
の
け
が
や
病
気
に
は
、
原

則
、
労
災
保
険
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
労
働
中
の
災
害
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
保
険
証
を
使
っ
て
受
診
す
る

と
、
後
に
、
医
療
費
の
全
額
を
返

還
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
保
険

証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け
る
場
合

は
、
必
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
個
人
事
業
主
な
ど
一
部
例
外
が
あ

り
ま
す
。

　
隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
、
福
祉
、
教
育
、

就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
個

人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
場
所

・
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
堀
之
内
集
会
所

※
各
相
談
所
の
相
談
日
程
に
つ
い
て

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎

（84）
３
５
９
５
（
直
通
）

　
専
門
員
が
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の

消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決
に
向

け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　
専
門
員
へ
の
相
談
は
無
料
で
、
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
９
月
９
日
㈬

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里
　

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

募

集

ビ
ー
ズ
で
作
る
３
W
A
Y

マ
ス
ク
ホ
ル
ダ
ー
作
り
講
座

第
三
者
行
為
の
届
出
を

お
願
い
し
ま
す

相

談

障
害
者
相
談

消
費
生
活
相
談

生
活
相
談


